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５．修景・植栽に関する計画

　『基本構想』及び『保存活用計画』では、「だれもが暮らし続けたくなるまちとして、

都会の中での自然とのふれあいや憩いの提供、景観の形成・保存といった公園本来の

機能の充実」を図ること、ひいては「史跡を整備し、多様な人々が“憩う”場」を創

出することを基本方針や史跡の望ましい将来像のひとつとして掲げている。また本計

画第３章 68 頁に記載の通り、史跡指定地がある加賀一・二丁目地区には、景観法第

８条第３項（※）による景観形成の方針が策定されている。

　本節では史跡の保存と活用の観点に加え、景観形成の方針の遵守も考慮に入れた、

史跡指定地内の修景・植栽に関する計画を策定する。

※�景観法第８条第３項・・・景観計画において、景観計画区域における良好な景観

の形成に関する方針を定めるよう努めると規定されている。

（１）修景・植栽に関する方針

　修景・植栽計画についても地区ごとの展示方針に合わせた整備をめざすが、現時点

では史跡指定地内の修景・植栽に関する歴史的資料が乏しく、往時の状況を把握する

ことが困難な状況である。また史跡指定地内に生育する樹木は、野鳥の飛来によって

自然進入したと考えられる樹木（Ａ地区、Ｂ地区）や、公園造成に伴い植栽された樹

木（Ａ’地区）、近年植栽されたと考えられる果実類（Ａ地区、Ｂ地区）などが確認

されていること、加えて火薬製造所時代に植栽された植物や、整備された景観に歴史

的価値付けを行うことが難しいことから、史跡公園整備に向けては、史跡と歴史公園

として機能や姿が調和する修景、植栽をめざす。ただし、往時の修景や植栽に関する

学術的調査研究は継続し、往時の状態が明らかになった場合は、その顕在化をめざす。

　具体的な修景・植栽の整備については、遺構の保存に影響を与える可能性のある樹

木の伐採や、緑陰により園内を快適に過ごせるような樹木の植栽、来場者が季節感を

感じ取れるような草花の園内配置など、史跡の保存と活用の観点から種々の整備を検

討する。

　また、史跡に影響を及ぼさないと考えられる樹木の剪定や除草などの日常管理を行

い、緑豊かな史跡公園をめざす。
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第５章　整備基本計画

（２）地区ごとの計画

①Ａ地区

【地区修景整備方針】

　火薬製造所時代、特に終戦直前の修景復元をめざし学術的調査研究を継続し、復元

に足りる資料の収集に努めるが、修景の復元が可能となるまでの期間は、史跡の景観

を阻害している樹木及び遺構・建造物の保存に影響を与える樹木の伐採を検討する他

は、可能な限りの植栽の維持を図るとともに、剪定や除草などの日常の維持管理を行

い、来場者に快適な公園での滞在環境を提供する。

【具体的な整備方法】

　王子新道側のエントランス設置予定部分並びに、加賀公園方面への園路及び歩道状

空地の整備予定部分に樹木が密集しており、整備の阻害要因となっているので、必要

最低限の樹木を伐採する。

　「土塁（北側）」は「史跡の本質的価値を構成する諸要素」であるが、現在は自然進

入したと考えられる樹木が複数植生しているため、遺構保存の観点から伐採等の対策

が必要である。このうち枯死している樹木は伐採し、生存し根などが土塁の保存に影

響を与えていないと判断できる樹木については、当面維持することを検討し、土塁の

保存に影響を与える状況と判断された場合は、伐採等の適切な対応を検討する。

　地区内のワジュロやトウネズミモチなど、明らかに後年自然進入したと考えられる

樹木は、往時の修景を誤認させ、史跡の理解を妨げる恐れがあるため伐採を検討する。

　また、石神井川緑道沿いのＡ地区北側は、遺構・建造物への影響を考慮しながら、

来場者に憩いを提供するとともに、快適な遺構等の見学、回遊を可能にするために、

緑陰を生み出す新たな植栽も検討する。

②Ａ’地区

【地区修景整備方針】

　当地区はすでに公園として開放され、サクラやケヤキ、モミジなどの植栽により地

域住民の憩いの場となっている現状があり、併せて築山により歴史の重層性を象徴す

る地区であることから、往時の修景の復元整備は行わず、剪定や除草などの日常の維

持管理を行い来場者に快適な公園での滞在環境を提供する地区とする。

【具体的な整備方法】

　築山頂上部からの史跡指定地の眺望を史跡の理解にいかすために、眺望を阻害する

樹木の伐採・剪定について、ランドスケープ等の専門家の意見を聴取しながら緑陰に

よる空間の快適性の維持を考慮し、整備計画を策定する。また築山北側斜面で表土が

流出した結果、根茎が露出している樹木は伐採し、新たな植栽を行うなどの法面保護

の方法を講ずる。
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　また、先述した樹木の整備に加え、四季を通じ来場者の目を楽しませる草花を植栽

するなど、憩いや眺望、景観に配慮した整備を検討する。

③Ｂ地区

【地区修景整備方針】

　当地区の整備目標である昭和 20 ～ 30 年頃の修景の復元をめざし、学術的調査研究

を継続し、復元に足りる資料の収集に努めるが、修景の復元が可能となるまでの期間

は、史跡の景観を阻害している樹木及び遺構・建造物の保存に影響を与える樹木の伐

採を検討する他は、可能な限りの植栽の維持を図るとともに、剪定や除草などの日常

の維持管理を行い、来場者に快適な公園での滞在環境を提供する。

【具体的な整備方法】

　園路整備の妨げとなる部分の樹木は移植や伐採を検討しつつ、併せて園内を散策す

る際に来場者の目を楽しませ、憩いを提供し、快適な回遊を可能とするための緑陰の

維持も含めた整備計画を検討する。

　地区内のサクラ、ナツミカンやカキ、ウメやビワといった樹木は、来場者が季節を

体感するのに最適な樹種であることから、可能な限りの維持を検討する。

　愛誠病院前は入口広場として、現在の植栽を維持するとともに、地上遺構を保護す

る盛土を行ったうえで芝生化するなど、来場者に憩いを与える空間、多目的に活用で

きる広場として整備することを検討する。
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第５章　整備基本計画

図 36：Ａ地区の樹木配置と樹木一覧

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
1 ソメイヨシノ（大） 220 10.0 １本
2 アカマツ 80 12.0 １本
3 カキノキ 75 8.0 １本
4 クロマツ 98 9.0 １本
5 ソメイヨシノ 153 9.0 １本
6 クロマツ 143 14.0 １本
7 サクラ 38 7.0 １本
8 ヤブツバキ（3本立） 93 6.0 １本
9 クロマツ 47 10.0 １本

10 カラスザンショウ（3本立） 154 10.0 １本
11 トウネズミモチ（3本立） 60 9.0 １本
12 クロマツ 102 15.0 １本
13 ナツミカン 55 6.0 １本
14 ソメイヨシノ（2本立） 75 7.0 １本
15 ソメイヨシノ 310 12.0 １本
16 ワジュロ - 4.0 １本
17 ワジュロ - 10.0 １本
18 ヤブツバキ 39 5.0 １本
19 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20 ヤブツバキ 28 2.5 １本

20-1 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-2 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-3 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-4 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-5 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-6 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-7 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-8 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-9 ヤブツバキ 30 4.0 １本

20-10 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-11 ヤブツバキ 30 4.0 １本
20-12 ヤブツバキ 30 4.0 １本

21 ワジュロ（4本立） - 6.0 １本
22 ソメイヨシノ 170 1.5 １本
23 ソメイヨシノ（2本立）（大） 242 1.2 １本
24 ソメイヨシノ（2本立）（大） 239 12.0 １本
25 ホオノキ 43 7.0 １本

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
25-1 トウネズミモチ（3本立） 156 10.0 １本

26 トウネズミモチ 32 9.0 １本
27 ネズ 28 5.0 １本

27-1 シキミ 35 2.0 １本
28 ヤブツバキ 41 5.0 １本
29 トウネズミモチ 43 10.0 １本
30 エノキ 176 15.0 １本
31 ミズキ 60 10.0 １本
32 ミズキ 54 10.0 １本
33 ソメイヨシノ 234 15.0 １本
34 ミズキ 64 10.0 １本
35 エノキ 167 15.0 １本
36 ヤマモミジ 32 6.0 １本
37 カキノキ（2本立） 79 8.0 １本
38 ヒメリンゴ（2本立） 45 10.0 １本
39 ヒメリンゴ 28 2.5 １本
40 ヒメリンゴ 29 2.5 １本
41 ヒメリンゴ（3本立） 38 4.0 １本
43 カリン 60 6.0 １本
44 ウメ 34 4.0 １本
45 ウメ 60 5.0 １本
46 ヤブツバキ（3本立） 58 6.0 １本
47 サルスベリ（2本立） 38 6.0 １本
48 エノキ 45 10.0 １本
49 シラカシ 175 15.0 １本
50 トウネズミモチ（4本立） 135 12.0 １本
51 ソメイヨシノ（8本立）（大） 494 15.0 １本
52 エノキ（2本立） 133 12.0 １本
53 ヤマモミジ 64 6.0 １本
54 エノキ 195 15.0 １本
55 エノキ 143 15.0 １本
56 エノキ 270 20.0 １本

56-1 トウネズミモチ（4本立） 47 4.0 １本
56-2 トウネズミモチ 20 4.0 １本
56-3 トウネズミモチ（7本立） 100 5.0 １本

57 ソメイヨシノ 185 15.0 １本
58 アキニレ 57 10.0 １本

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
59 ヤブニッケイ 60 12.0 １本
60 トウネズミモチ 36 10.0 １本

60-1 エノキ 250 15.0 １本
61 ソメイヨシノ（3本立）（大） 305 15.0 １本
62 トウネズミモチ（2本立） 86 8.0 １本

62-1 トウネズミモチ（3本立） 38 7.0 １本
63 トウネズミモチ 33 7.0 １本
64 アカガシ（2本立） 57 12.0 １本

64-1 トウネズミモチ（2本立） 32 8.0 １本
65 枯損木（2本立） 166 12.0 １本
66 エノキ 208 15.0 １本
67 枯損木 104 15.0 １本
68 ヤマモミジ 118 8.0 １本
69 枯損木 64 3.0 １本
70 枯損木 210 4.0 １本
71 ヤマモミジ 135 15.0 １本

71-2 エノキ 31 15.0 １本
72 ムク 97 15.0 １本
73 ソメイヨシノ 85 12.0 １本
74 ソメイヨシノ 62 15.0 １本
75 イヌザクラ（大） 220 15.0 １本

75-1 トウネズミモチ 18 5.0 １本
75-2 トウネズミモチ 22 5.0 １本
75-3 トウネズミモチ 36 6.0 １本
75-4 トウネズミモチ 50 8.0 １本
75-5 トウネズミモチ 42 7.0 １本
75-6 トウネズミモチ 41 7.0 １本

76 トウネズミモチ 42 8.0 １本
77 ミズキ 33 5.0 １本

追加1 ナツミカン 70 - １本
追加2 ヒノキ 90 - １本
追加3 マツ 60 - １本
追加4 マツ 75 - １本
追加5 キンモクセイ 182 - １本
追加6 ソメイヨシノ 200 - １本
追加7 イチョウ 170 - １本
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本図は、地形図に樹木等の位置を落とし込んだものである。
ただし、地形図は最新の状態ではなく、樹木等はおおよその
地点であることを承知されたい。平成28年度現況実測平面図平成29年度現況実測平面図
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図 37：Ａ’地区の樹木配置と樹木一覧

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
1 キリ 1.16 20.00 １本
2 モッコク 0.42 4.00 １本
3 エンジュ 0.92 20.00 １本
4 ツバキ 0.24 3.00 １本
5 ツバキ 0.30 4.00 １本
6 サクラ 2.20 22.00 １本
7 ツバキ 0.10 2.00 １本
8 ツバキ 0.28 4.00 １本
9 ツバキ 0.22 3.00 １本

10 ツバキ 0.20 4.00 １本
11 ツバキ 0.10 4.00 １本
12 ツバキ 0.22 4.00 １本
13 ツバキ 0.10 3.00 １本
14 ツバキ 0.14 3.00 １本
15 ツバキ 0.20 4.00 １本
16 ツバキ 0.30 4.00 １本
17 ツバキ 0.20 4.00 １本
18 ツバキ 0.18 2.60 １本
19 ミズキ 1.26 18.00 １本
20 キリ 1.62 22.00 １本
21 イヌシデ 1.32 18.00 １本
22 ツバキ 0.24 3.00 １本
23 ツバキ 0.10 2.40 １本
24 ツバキ 0.10 2.40 １本
25 ツバキ 0.10 2.60 １本
26 ハンノキ 1.50 15.00 １本
27 クロマツ 1.34 16.00 １本
28 サクラ 1.54 16.00 １本
29 サクラ 0.64 10.00 １本
30 サクラ 1.50 14.00 １本
31 クロマツ 1.50 22.00 １本
32 サクラ 1.70 18.00 １本
33 ハンノキ 1.70 13.00 １本
34 ハンノキ 0.60 8.00 １本
35 サクラ 1.66 16.00 １本
36 ウメ 0.26 3.80 １本
37 サクラ 1.76 16.00 １本
38 サクラ 1.54 18.00 １本
39 サクラ 1.40 18.00 １本
40 サクラ 1.38 16.00 １本
41 サクラ 1.74 16.00 １本
42 サクラ 2.06 16.00 １本
43 サクラ 2.60 16.00 １本
44 イヌシデ 2.08 18.00 １本
45 ケヤキ 1.12 10.00 １本
46 ケヤキ 1.34 10.00 １本
47 ケヤキ 1.82 10.00 １本
48 ケヤキ 2.30 10.00 １本
49 モミジ 0.44 7.00 １本
50 ハンノキ 1.50 14.00 １本
51 イヌシデ 1.92 16.00 １本
52 ハンノキ 1.54 16.00 １本
53 イヌシデ 1.50 16.00 １本

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
54 エノキ 0.84 14.00 １本
55 ケヤキ 1.20 16.00 １本
56 タブノキ 1.10 14.00 １本
57 ハンノキ 0.70 14.00 １本
58 ハンノキ 0.86 16.00 １本
59 ハンノキ 1.22 16.00 １本
60 エノキ 0.96 16.00 １本
61 ハンノキ 0.96 13.00 １本
62 エノキ 1.12 16.00 １本
63 ムクノキ 0.76 13.00 １本
64 エノキ 0.76 12.00 １本
65 エノキ 1.18 17.00 １本
66 エノキ 1.00 17.00 １本
67 ミズキ 0.92 14.00 １本
68 イヌシデ 0.64 14.00 １本
69 エノキ 1.16 14.00 １本
70 アキニレ 1.00 17.00 １本
71 ハンノキ 0.88 18.00 １本
72 ハンノキ 1.12 17.00 １本
73 ミズキ 2.00 16.00 １本
74 エノキ 1.92 18.00 １本
75 ミズキ 0.92 15.00 １本
76 ミズキ 1.12 15.00 １本
77 ミズキ 1.42 15.00 １本
78 イヌシデ 1.60 18.00 １本
79 ミズキ 0.92 14.00 １本
80 ミズキ 0.76 7.00 １本
81 エノキ 1.66 16.00 １本
82 ミズキ 1.22 16.00 １本
83 ハンノキ 1.12 16.00 １本
84 ハンノキ 0.34 10.00 １本
85 ミズキ 1.42 16.00 １本
86 ミズキ 2.26 15.00 １本
87 ツバキ 0.30 2.30 １本
88 エノキ 1.48 16.00 １本
89 ハンノキ 0.78 15.00 １本
90 モミジ 0.66 12.00 １本
91 ミズキ 1.20 16.00 １本
92 ケヤキ 1.76 15.00 １本
93 ミズキ 0.86 15.00 １本
94 ミズキ 0.72 15.00 １本
95 ミズキ 0.90 16.00 １本
96 アカシデ 1.14 18.00 １本
97 ムクノキ 1.68 16.00 １本
98 ミズキ 1.86 16.00 １本
99 サクラ 0.46 9.00 １本

100 ミズキ 1.62 15.00 １本
101 サクラ 2.32 18.00 １本
102 ハンノキ 0.70 18.00 １本
103 サクラ 1.88 11.00 １本
104 ミズキ 0.36 9.00 １本
105 ミズキ 1.26 15.00 １本
106 サクラ 2.32 18.00 １本

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
107 ムクノキ 1.42 20.00 １本
108 イヌシデ 1.56 18.00 １本
109 ネズミモチ 0.22 3.00 １本
110 エノキ 1.14 16.00 １本
111 オオムラサキツツジ 0.90 40株
112 ヒイラギ 1.50 １株
113 ヒイラギ 1.60 １株
114 オオムラサキツツジ 1.00 15株
115 オオムラサキツツジ 1.10 10株
116 ツバキ 3.50 24株
117 ツバキ 2.50 ８株
118 ツバキ 1.70 １株
119 オリーブ 3.00 １株
120 ツバキ 1.80 6株
121 コグマザサ 1.00 20.27㎡
122 ビョウヤナギ 1.20 12株
123 オオムラサキツツジ 1.00 60株
124 ムクゲ 1.70 １株
125 オオムラサキツツジ 1.70 ７株
126 ツゲ 2.30 14株
127 オオムラサキツツジ 1.20 285株
128 オオムラサキツツジ 1.20 387株
129 ヒラドツツジ 0.90 130株
130 ヤマブキ 1.50 80株
131 ビョウヤナギ 1.00 150株
132 オオムラサキツツジ 1.20 30株
133 オオムラサキツツジ 0.90 40株
134 エンジュ 1.20 １株
135 ツバキ 0.60 40株
136 ササ 1.10 10.70㎡
137 シュロ 0.70 １株
138 モチノキ 2.00 １株
139 モチノキ 2.50 １株
140 ササ 1.20 331.40㎡
141 ツバキ 1.70 １株
142 ツバキ 2.40 １株
143 ツバキ 4.50 ８株
144 ササ 0.50 138.15㎡
145 ササ 0.90 92.06㎡
146 コグマザサ 1.10 12.68㎡
147 ササ 0.40 67.92㎡
148 コグマザサ 1.00 10.40㎡
149 コグマザサ 0.50 3.17㎡
150 ツゲ 1.20 １株
151 ベニカナメモチ 2.00 １株
152 エゴノキ 3.70 １株
153 タニウツギ 1.80 30株
154 ハギ 3.50 ８株
155 アセビ 0.70 20株
156 ハナミズキ 1.90 1株
157 オオムラサキツツジ 0.90 30株
158 イロハモミジ 0.25 3.00 1本
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平成28年度現況実測平面図

本図は、地形図に樹木等の位置を落とし込んだものである。
ただし、地形図は最新の状態ではなく、樹木等はおおよその
地点であることを承知されたい。平成29年度現況実測平面図
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図 38：Ｂ地区の樹木配置と樹木一覧

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
24 ワジュロ - 0.5 １本
25 ワジュロ - 3.0 １本
26 トウネズミモチ（3本立） 121 5.0 １本
27 トウネズミモチ 70 5.0 １本
28 サワグルミ 115 15.0 １本
29 サワグルミ 104 12.0 １本
30 サワグルミ 180 18.0 １本
31 ナシ 62 8.0 １本
32 ナシ 65 10.0 １本
33 トウネズミモチ 150 12.0 １本
34 トウネズミモチ 170 15.0 １本
35 カキノキ 67 10.0 １本
36 カキノキ 45 6.0 １本
37 カキノキ 48 5.0 １本
38 ソメイヨシノ 141 12.0 １本
39 ナツミカン 57 5.0 １本
40 トウネズミモチ（2本立） 102 6.0 １本
41 トウネズミモチ 36 4.0 １本
42 トウネズミモチ 75 6.0 １本
43 トウネズミモチ（2本立） 91 6.0 １本
44 トウネズミモチ（2本立） 140 12.0 １本
45 トウネズミモチ 146 12.0 １本
46 エノキ 110 15.0 １本

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
47 クワノキ（枯） 75 9.0 １本
48 クワノキ 90 10.0 １本
49 ヤマグワ 93 5.0 １本
50 センダン 180 15.0 １本
51 エンジュ 100 15.0 １本
52 トウネズミモチ 115 10.0 １本
53 アオギリ 123 12.0 １本
54 トウネズミモチ 188 12.0 １本
55 エノキ 197 15.0 １本
56 トウネズミモチ 44 4.0 １本
57 アオギリ 195 13.0 １本
58 トウネズミモチ 70 5.0 １本
59 エノキ（2本立） 169 15.0 １本
60 ヤマモミジ 95 8.0 １本
61 サワグルミ 172 13.0 １本
62 アオギリ 80 10.0 １本
63 クワノキ 64 4.0 １本
64 エノキ 100 9.0 １本
65 エノキ 144 13.0 １本
66 ヒマラヤスギ 121 15.0 １本
67 トウネズミモチ 45 4.0 １本

68-1～66 トウネズミモチ - 3.0 66本
69-1～35 トウネズミモチ - 3.0 35本

番号 種別 幹回 m 樹高 m 数量
1 シンジュ 56 3.0 １本
2 シンジュ（3本立） 67 3.0 １本
3 シンジュ 50 3.0 １本
4 シンジュ（枯） 50 3.0 １本
5 枯損木 80 3.0 １本
6 ヒノキ 135 10.0 １本
7 枯損木 61 5.0 １本
8 枯損木 72 5.0 １本
9 ウメ 69 5.0 １本

10 ウメ 79 5.0 １本
11 ウメ 106 5.0 １本
12 ウメ 30 5.0 １本
13 ウメ 100 6.0 １本
14 ウメ 92 7.0 １本
15 ビワ 120 8.0 １本
16 イチョウ（雌株） 150 15.0 １本
17 アオギリ 100 12.0 １本
18 ミズキ 80 10.0 １本
19 シラカシ 90 12.0 １本
20 エノキ 103 8.0 １本
21 エノキ 275 18.0 １本
22 枯損木（2本立）※伐採 63 5.0 １本
23 トウネズミモチ 72 4.0 １本
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本図は、地形図に樹木等の位置を落とし込んだものである。
ただし、地形図は最新の状態ではなく、樹木等はおおよその
地点であることを承知されたい。 平成28年度現況実測平面図平成29年度現況実測平面図
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６．案内・解説施設に関する計画

　鉄道駅やバス停など各交通拠点から本史跡公園までのスムーズな誘導のための標識

や、来場者が園内を安全にかつ快適に回遊し、史跡公園を有意義に散策してもらうた

めの案内板は、史跡公園を整備していくうえで不可欠なものである

　同時に史跡の価値や構成要素などの情報をわかりやすく提供する解説施設は、来場

者の史跡に対する興味と理解を深めるために必要なものであり、史跡の望ましい将来

像における「史跡を通じて歴史・文化を“学ぶ”」の実現に有効な手段となる。

　本節では、各種の案内・解説施設を類型化し、地区区分ごとの設置計画を定める。

（１）案内標識・解説板の類型

　本史跡公園で設置を検討する案内・解説施設は表 12 の通りである。

表 12：案内標識・解説板の種別一覧

案内・解説施設の種類 掲載情報

史跡案内

総合案内

・史跡指定地の回遊に関する総合案内

　（見学順路や遺構・建造物の立地情報や、トイレ・休

　憩所など便益施設の配置情報など）

・史跡指定地周辺の回遊に関する案内

　（指定地周辺の文化財や観光資源の案内と回遊ルート

　の情報、近隣交通拠点へのアクセス情報など）

史跡概要

・史跡の概要説明

　（史跡の指定範囲、指定理由、使用目的、構造など）

・史跡指定地外に広がる他の文化財などの説明

誘導
・各遺構・建造物、ガイダンス施設への誘導案内

・火薬製造過程を辿る誘導表示など

遺構説明 遺構・建造物
・遺構、建造物の名称や規模、構造等の解説

・学術的調査研究結果の表示・解説

環境説明
周辺環境

・周辺環境の説明

　（加賀藩下屋敷や火薬製造所全体の規模、史跡と石神

　井川、中山道等との関係の解説など）
樹木 ・樹木の説明（名称、種類、特徴など）

注意喚起
危険表示

・史跡公園内の各種危険の表示

　（階段段差やスロープでの転倒注意や夜間の通行注意

　など）
禁止事項の表示 ・立入禁止、火気使用禁止、車両進入禁止などの表示
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参考：東京都近郊における各種案内・解説施設の例

遺構説明の例（東京都・八王子城跡）

史跡案内の例（東京都・江戸城跡）
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環境説明・注意喚起の例（栃木県・下野国分寺跡）

環境説明の例（東京都・常盤橋門跡）
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（２）案内・解説施設の設置に関する基本方針

　『板橋区ユニバーサルデザインガイドライン』（平成 30 年３月策定）及び『板橋区

屋外案内標識デザインガイドライン』（平成 31 年３月策定）の内容を踏まえ、来場者

が園内を安全にかつ快適に回遊し、史跡の価値や構成要素などの情報を受け取ること

を可能とする、景観にも配慮した案内・解説施設の設置を検討する。

　また、現在設置されている案内・解説施設は、下記の基本方針と照らし合わせ、必

要に応じて撤去、意匠・内容の変更を検討する。

※�ヴィジュアル・アイデンティティ（ＶＩ）：ロゴマークやシンボルマークなど、

そのブランドの持つ背景やコンセプトを視覚化したもの

（３）文化財保護法に規定される標識、説明板などの設置

　文化財保護法第 115 条第１項の規程により、史跡の管理に必要な標識、説明板、境

界標、囲い等の施設の設置が義務付けられている。同法及び史跡名勝天然記念物標識

等設置基準規則の規程を遵守し設置を行う。

表 13：史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則による規程（抜粋）

案内・解説施設の設置に関する基本方針
・景観に配慮した形態・素材・色彩を選択する。

・表記を多言語化するなど、海外からの来場者への対応を検討する。

・�ヴィジュアル・アイデンティティ（ＶＩ）（※）を設計し、わかりやすく統一され

たデザインを検討する。

・�ピクトグラムの活用や使用フォント・色使いなどの選択、点字の対応など、ユニバー

サルデザインの観点を重視した設置を検討する。

・�解説板には図表や写真を積極的に取り入れ、来場者が読みやすく理解しやすいもの

とする。

標識（第１条） １　石造とするものとする。ただし特段の事情があるときは、金属、

　　コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置するこ

　　とを妨げない。

２　標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

　一　史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

　二　文部科学省の文字

　三　指定の年月日

　四　建設年月日
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○法令で定められている標識等の設置例

標識（東京都・浜離宮庭園） 標識（東京都・滝山城跡）

説明板（第２条）１　次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

　一　特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然

　　　記念物若しくは天然記念物の別及び名称

　二　指定の年月日

　三　指定の理由

　四　説明事項

　五　保存上注意すべき事項

　六　その他参考となるべき事項

２　説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。
境界標（第４条）１　境界標は、石造又はコンクリート造とする。

２　境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの

　　高さは三十センチメートル以上とするものとする。

３　境界標の上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線

　　を、側面には史跡境界の文字及び文部科学省の文字を彫るも

　　のとする。

４　境界標は指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界

　　線上の主要な地点に設置するものとする。
標識の形状

（第５条）

標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所そ

の他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡の管理のた

め必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものと

する。
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説明板（東京都・築地本願寺本堂）

標識（東京都・武蔵国府跡）
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境界標（栃木県・下野薬師寺跡）

説明板（神奈川県・永福寺跡）
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（４）地区区分ごとの案内・解説施設設置計画

①Ａ地区

　文化財保護法に設置が義務付けられている史跡指定を示す標識及び史跡の価値、範

囲を示す説明板をエントランス付近に設置する。また、史跡全体の案内を記した総合

案内板や、Ａ地区部分のみの案内を記した部分的案内板、さらには史跡の周辺の関連

文化財の分布や主要駅までの道すがらの街歩きに関する情報といった史跡を中心とし

た周辺地域についての情報案内板の設置など、来場者の目的に合った情報を提供でき

る案内板の設置を検討する。

　遺構・建造物には個別の解説施設を設置し、その遺構・建造物が設置された目的や

機能などについて来場者にわかりやすく伝えるとともに、土塁や常温貯蔵室など保存

管理の必要上立ち入り規制を検討している遺構・建造物については、立入禁止などの

注意喚起や規制に関する掲示も検討する。

　またガイダンス施設として活用する計画の燃焼実験室のエントランス付近には、ガ

イダンス施設用のバナーを設置し、開館時間などの基本情報や展覧会の案内など、ガ

イダンス施設に特化した情報を掲示する。

企画展の案内バナー

（東京都・飛鳥山博物館）

施設案内バナー

（東京都・大國魂神社）

施設案内バナー

（東京都・東京国立近代美術館）
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②Ａ’地区

　加賀公園内には現在、各種案内板、解説板が下図の通り設置されており、これら案

内板・解説板の整備に関する方針は以下の通りとする。

図 39：Ａ’地区内の案内・解説板

平成28年度現況実測平面図平成28年度現況実測平面図

0 20m

⑤トイレ案内板

③加賀公園全体図

①電気軌道線路跡の解説

②射垜の解説 ④加賀公園全体図・規制内容の表示

表 14：現在設置されている解説板・案内板の整備方針

番号 名称 内容 整備方法

①

解説板

電気軌道線路跡の

解説
Ａ地区の遺構・建造物に設置する解説板の仕様に

合わせ現在の解説板の更新を検討する。設置場所

は発掘調査及び園路整備計画を基に検討する。

解説文の内容については最新の学術的調査研究結

果を反映し、可能な限り更新できるよう工夫する。②
弾道検査管の標的

（射垜）の解説
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　このほか、進入禁止や火気使用禁止、歩行注意などの注意喚起に関する案内板も、

上記案内板・解説板の仕様に合わせた整備を検討する。

③Ｂ地区

　Ａ地区同様、総合案内板及び部分的案内板の設置を検討する。動線上メインエント

ランスとして想定している石神井川緑道側エントランス付近に設置するとともに、部

分的案内板は愛誠病院側エントランス付近にも設置を検討する。

　また建造物内部見学の誘導のため、建造物の出入口付近に案内板を設置し、各部屋

や遺構などについては、解説板を設置し来場者に情報を提供する。

　さらにガイダンス施設として活用する計画の物理試験室、爆薬理学試験室のエント

ランス付近には、ガイダンス施設用のバナーを設置し、開館時間などの基本情報や展

覧会の案内などガイダンス施設に特化した情報を掲示する。

（５）史跡指定地外の屋外案内標識の設置

　鉄道駅やバス停などの各交通拠点から本史跡公園までの相互誘導のためには、屋外

案内標識の設置が必要不可欠である。区が平成 31 年３月に策定した「板橋区屋外案

内標識整備に関する基本的考え方」において、史跡公園周辺の屋外案内標識の設置は、

「史跡公園をはじめとする加賀エリアにおける案内誘導の充実」として優先的に整備

される路線に位置づけられている。

　史跡公園の来場者が迷わず快適にこの地域を回遊し、他の文化財や観光資源を見学

し散策できるよう、本計画の動線計画と加賀地区の屋外案内標識整備との整合をとり

ながら周辺地域の回遊性の構築に資するよう関係各課と連携を強化し検討を重ねてい

く。

番号 名称 内容 整備方法

③

案内板

加賀公園全体図

Ａ地区同様、史跡全体の案内を記した総合案内や、

Ａ’地区部分のみの案内を記した部分的案内、さら

には史跡の周辺の関連文化財の分布や主要駅まで

の道すがらの街歩きに関する情報といった史跡を

中心とした周辺地域についての情報案内など、来

場者の目的に合った情報を提供できる案内内容へ

の更新を検討する。

また、視覚的にわかりやすいようにピクトグラム

を用いるなど、ユニバーサルデザインに配慮した

仕様を検討する。

④
加賀公園全体図・

規制内容の表示

⑤ トイレ案内板
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（６）案内・解説施設における先端技術の導入検討

　史跡公園内及び周辺地域における案内・解説施設については、次のような先端技術

の導入も含め設置方法を検討していく。

Ａ　デジタルサイネージを活用した案内・解説

　デジタルサイネージとは、デジタル技術を活用した情報提供手段である。平面ディ

スプレイに映像や文字を表示し、映し出された画面内容を切り替えることができる

ことから、固定化した従来の案内・解説施設よりも効果的に来場者の目的にあった

情報を提供できる。

Ｂ　ＱＲコード等を活用した案内・解説

　遺構・建造物に設置した解説施設にＱＲコード等を設置し、来場者がスマートフォ

ンやタブレットなどの電子機器をかざすことで、その遺構・建造物の解説サイトに

誘導し、解説施設では伝えきれない詳細な情報を提供でき、さらに解説サイトにＶ

Ｒ映像を併せて導入することで、より効果的な情報提供が可能になる。

屋外のデジタルサイネージ

（東京都・国立科学博物館）

屋内のデジタルサイネージ

（東京都・東京文化会館）

遺構の解説

（神奈川県・永福寺跡）

ＶＲ映像

（神奈川県・永福寺跡）
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７．管理施設・便益施設に関する計画

　史跡公園は都市公園法の適用を受ける都市公園として整備する予定であるため、公

園施設に関する都市公園法施行令第５条の規定を遵守した設置を検討していく。史跡

公園内の安全かつ快適な滞在と回遊を来場者に提供するために、休養施設や管理施設、

便益施設などの公園施設の新設と、既存施設の更新・撤去について、地区ごとに現状

に鑑み列挙し検討していく。これらの施設は可能な限り既存の施設を活用しつつ、史

跡の保存活用上の要請により史跡指定地内に新設する場合は、発掘調査を実施し、遺

構を保護した上で、往時のものと誤解を与えないような意匠や設置場所等を十分検討

しながら設置していく。

　

（１）共通項目

①水道設備

①－１給水設備

　内部公開を想定している歴史的建造物（ガイダンス施設）への給水や、公園トイレ

や水飲場への給水、植栽管理のための散水用、消火栓などの防災設備への給水設備を

設置する。

　給水設備の設置は景観に配慮するとともに、配水管等の埋設場所は発掘調査等を

行ったうえで、適切な設置場所を検討する。

①－２排水設備

　雨水やトイレ排水などの汚水処理は、施設内から排水路を公共下水道の桝に連結し

汚水を排除する。排水施設を埋設し設置する整備が必要であることから、遺構の保護

に配慮した整備方法を検討する。

②電気施設

　屋外の照明をはじめ誘導、防犯、消防設備、内部公開を想定している既存建造物等

史跡公園の運営に必要な電力供給等を行うための電気施設を設置する。現在利用可能

な電力線を活用しつつ、新規設置の場合は景観に配慮しながら必要に応じて地下埋設

を検討する。その際は発掘調査を実施したうえで遺構面の保護に努める。

③防犯設備

　現時点ではＢ地区の建造物に警報転送設備を設置し管理している。今後は夜間閉鎖

管理を想定している部分（Ａ地区・Ｂ地区）においては、遺構の保護と防犯対策の目

的から、人感センサーなど閉園後の防犯設備の設置を検討する。なお設置については、

史跡の景観の保護に配慮しつつ同時に遺構をき損しない方法を検討していく。
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④防災設備

④－１消火設備

　史跡指定地における消火設備の設置については、区内関係各課及び消防署や東京都

との協議のうえその内容や設置場所、数量等について検討を進めていく。自動火災報

知機等の警報装置や、簡易消火器具（水バケツ・水槽など）や消火器、歴史的建造物

の消火対策としての放水銃や消火栓設備、また建造物内部には屋内消火栓設備や、博

物館の消火設備として設置されている不活性ガス消火設備などの設置を総合的に検討

し設置していく。

　また貯水槽の設置が必要な場合は、発掘調査を実施したうえで、本質的価値の構成

要素の保護に影響のない方法及び場所に設置する必要がある。

④－２避雷設備

　建築基準法では、建築物の高さが 20 ｍを超えている場合（建築基準法第 33 条）や、

可燃性の危険物を貯蔵、製造または取り扱う建築物などに避雷設備を設置する必要が

あることが定められている。本史跡には、上記設置要件をもつ建築物がなく建築基準

法の適用を受けるものではないが、落雷による被害に対し万全を期するために、適切

な避雷設備を設けることを検討する。

⑤駐輪場

　駐輪場については、本章「３．動線計画」でも先述した通り円滑な地域内外の移動

を確保し、回遊性を構築する視点からも各地区のエントランス付近に設置することを

検討し、併せてシェアサイクル事業を当地域に展開していくことを想定し、サイクル

ポートの設置も検討していく必要がある。

（２）Ａ地区

①休養施設・遊戯施設

①－１ベンチ

　来場者に園内の安全かつ快適な回遊を提供するため設置を検討する。その際は史跡

の修景とあった素材（木材や樹脂など）や形状（背もたれの有無など）、数量等を検

討する。

①－２休憩所

　史跡公園の回遊中の来場者へ憩いを提供するため、燃焼実験室内の部屋の一部に休

憩所を設置することを検討する。また本章「５．修景・植栽に関する計画」において、

石神井川緑道側に緑陰を生み出す新たな植栽を検討したが、併せてベンチ、四阿、パー
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ゴラ等の休憩所の設置も検討する。

①－３ブランコ

　Ａ地区・Ａ’地区間の動線上にあり、園路整

備の妨げとなること及び隠蔽式発射場の復元に

向けた発掘調査にも影響を与えることから、撤

去又は移転を検討する。

②便益施設

②－１水飲場

　来場者の水分補給のための水飲場の設置を検討する。地区内に水飲場がないため新

たに設置するが、その際は前述の給水設備からの引き込みを考慮したうえで、史跡の

修景とあった仕様を選択した上で、利用しやすい場所への設置を検討する。

②－２トイレ

　燃焼実験室内の往時の出入り口付近に前所有者が近年設置したトイレが１か所ある

が、往時の出入口の復元整備のため当該トイレの撤去を想定しており、地区内のトイ

レ数の維持のため、建造物内への設置を含め地区内への新たな設置を検討する。設置

にあたっては、給排水路の埋設が必要であるため、発掘調査等を実施し地下遺構への

影響がない場所を選定するとともに、史跡の修景とあった仕様を検討する。

　なお導入するトイレは多様な方が利用することを想定した設計、デザインとする。

③管理施設

③－１門・柵

　遺構・建造物のき損防止及び防犯対策からＡ地区は閉鎖管理の実施を想定するが、

この場合外周にフェンスなどの設置及びエントランス部分に門扉などの設置を検討す

る。その際、史跡の修景とあった仕様、設置場所や数量などを併せて検討する。　

ブランコ（加賀公園）

水飲場（加賀公園） トイレ（加賀公園）
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　なお王子新道側のエントランスは歩道状空地の設置を考慮し史跡側３ｍ程度内側に

設置することを検討する。

③－２照明施設

　夜間閉鎖管理を想定していることや、近隣住民への影響などを考慮し、必要最小限

の照明施設の設置を検討する。また今後、期間を限定した夜間のライトアップ事業な

ど、史跡の更なる魅力の創出が可能となるような照明施設の整備についても検討して

いく。

（３）Ａ’地区

①休養施設

①－１ベンチ

　現在 21 基のベンチが設置されている。来場者に憩いを提供するために現状の機能

を維持し、破損部分の修繕や修景にあった仕様への更新などの整備を検討する。

②便益施設

②－１水飲場

②－２トイレ

　ともに加賀公園入口広場付近に１か所ずつ設置されている。史跡活用上必要な施設

であり、現状の施設の活用が可能なため、撤去や新規設置は行わず、劣化部分の修繕

を中心とした整備を検討する。

③管理施設

③－１門・柵

　公園として常時開放されており、現在も人々の通行動線となっている機能を維持す

るため、門は設置しない。石神井川沿いに設置されているフェンスは機能を維持し、

仕様の更新などを検討する。

③－２照明施設

　12 本の公園灯が設置されている。ＬＥＤ等への更新を検討するとともに、期間を

限定した夜間のライトアップ事業など、史跡の更なる魅力の創出が可能となるような

照明施設の整備についても検討していく。

（４）Ｂ地区

①休養施設
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①－１ベンチ

　来場者に園内の安全かつ快適な回遊を提供するため設置を検討する。その際は史跡

の修景とあった素材（木材や樹脂など）や形状（背もたれの有無など）、数量等を検

討する。

　

①－２休憩所

　史跡公園の回遊中の来場者へ憩いを提供するため、爆薬理学実験室（理化学研究所

Ｂ棟）もしくは物理試験室（理化学研究所ＣＤＥ棟）内の部屋の一部に休憩所を設置

することを検討する。

②便益施設

②－１水飲場

　来場者の水分補給のための水飲場の設置を検討する。地区内に水飲場がないため新

たに設置するが、その際は前述の給水設備からの引き込みを考慮したうえで、史跡の

修景とあった仕様を選択した上で、利用しやすい場所への設置を検討する。

②－２トイレ

　理化学研究所Ｂ棟及びＣ、Ｄ、Ｅ棟間に前所有者が近年設置したトイレが１か所あ

るがエントランス設置及び園路整備による撤去を想定しており、地区内のトイレ数の

維持のため、建造物内への設置を含め地区内への新たな設置を検討する。設置にあたっ

ては、給排水路の埋設が必要であるため、発掘調査等を実施し地下遺構への影響がな

い場所を選定するとともに、史跡の修景とあった仕様を検討する。

　なお導入するトイレは多様な方が利用することを想定した設計、デザインとする。

③管理施設

③－１門・柵

　遺構・建造物のき損防止及び防犯対策からＢ地区は閉鎖管理の実施を想定するが、

この場合外周にフェンスなどの設置及びエントランス部分に門扉などの設置を検討す

る。その際、史跡の修景とあった仕様、設置場所や数量などを併せて検討する。　

③－２照明施設

　夜間閉鎖管理を想定していることや、近隣住民への影響などを考慮し、必要最小限

の照明施設の設置を検討する。また今後、期間を限定した夜間のライトアップ事業な

ど、史跡の更なる魅力の創出が可能となるような照明施設の整備についても検討して

いく。
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８．地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画

　史跡陸軍板橋火薬製造所跡の指定地の周辺には、「圧磨機圧輪記念碑」や「旧東京

第二陸軍造兵廠建物群（東京家政大学構内）」などの指定・登録文化財、「陸軍省標柱」

や「土塁」、「公益財団法人愛世会愛誠病院・シルバーピア加賀」に残る建造物などの

未指定文化財、あるいは旧中山道板橋宿や王子新道などの文化資源が現存するほか、

地域に様々な歴史資料、美術工芸資料あるいは有形無形の民俗資料など多様な文化資

源が存在している（これら文化資源の総体を以下「関連文化財」と称す）。関連文化

財の価値を評価し、史跡公園と関連付けながら一体的に理解できるよう整備・活用し

ていくことは、史跡の価値を理解する上で重要であることから、本節では、史跡と関

連文化財との有機的な整備活用に向けた方針と手法を検討する。

　なお関連文化財との有機的な整備活用は、主にソフト面での整備活用を念頭にし、

史跡公園グランドオープンまでの事業だけではなく、グランドオープン後の管理運営

も見据えた事業として展開する。

（１）『保存活用計画』の確認

　『保存活用計画』の第５章では、下記のように関連文化財の整備活用に向けた記述

があり、これに基づいた施策を検討する。

『保存活用計画』第５章

＜　大綱　“史跡の望ましい将来像”　＞

（一部抜粋）

◆史跡を整備し、多様な人々が“憩う”場の創出

○�散策やレクリエーションのために道すがら公園を訪れる人々が、遺構や歴史的建造

物に加え、展示などの教育普及事業に気軽にアクセス・参加できる環境を整備する

ことで、多様な人々が気軽に集い、さらに歴史に出会うことができる場を創出する。

◆史跡を通して、歴史・文化を“学ぶ”

○�史跡の価値を構成する歴史的建造物の一部を、ガイダンス施設等として整備し、近

代史・産業史・郷土史・平和教育などを学ぶ展示等教育普及事業の場を創出する。

さらに当該地域における生涯学習・社会教育施設として、近隣の小中学校や高校、

大学等の教育機関と連携し、地域と共に学び合う教育の推進をめざす。

○�火薬製造所の敷地は史跡指定地外にも広がっており、関係する建造物や標柱なども

残っている。これらは史跡の価値を理解する一助となる。史跡公園を核に史跡指定

地外にある多様な文化財（未指定を含む）との関係性を尊重し、一体的に理解でき

る整備をめざすとともに、回遊性の構築など柔軟な活用に努める。
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◆史跡を通じて、板橋の現在・未来を“創る”

○�「工都板橋」の礎となった史跡の価値をいかして、地域、商店街、民間企業、大学

や研究機関等と連携し地域産業や最先端研究を学習・体験できる事業を展開するこ

とで、区民をはじめとした多様な人々の科学技術に対する夢を育む。

（２）現時点で既に実施している施策

　現在、生涯学習課の施策の中で、本史跡や関連文化財に関する講座の開催やパンフ

レット・冊子等の制作を行っている。以下にその例として、近年実施した事業を掲載

する。

＜文化財講座等の開催＞

・文化財講座

平成 28 年度：「板橋区加賀�火薬製造所の歴史を探る」

　　見学先…陸軍板橋火薬製造所跡（この時点では史跡指定前）

平成 30 年度：「陸軍板橋火薬製造所跡」

（東京家政大学と旧理研の見学会を実施）

見学先…陸軍板橋火薬製造所跡（Ｂ地

区）、「旧東京第二陸軍造兵廠建物群（東

京家政大学構内）」

・文化財ふれあいウィーク

平成 30 年度：「Old� meets� new�東京 150 年　いたばし文化財ふれあいウィーク

2018」（板橋地区と上板橋地区を対象に実施）　…板橋地区は文化財ウィークと同

時開催、上板橋地区は安養院、「茂呂遺跡」を公開。

・かなざわ講座

平成 30 年度：第２回かなざわ講座「加賀藩

前田家の江戸藩邸」

＜文化財シリーズ・文化財マップの制作・頒布＞

・文化財シリーズ

平成 27 年度 :

平成 28 年度 :

・文化財マップ

　毎年度制作し、区役所本庁舎や区立郷土資料館、区内地域センター、いたばし

平成 30 年度文化財講座

平成 30 年度第２回かなざわ講座

№ 96『旧東京第二陸軍造兵廠火薬研究所�近代化遺産群調査報告書』

№ 97『陸軍板橋火薬製造所跡調査報告書』

№ 98『板橋宿の歴史と史料』
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観光センター等で無料配布している。

＜その他＞

・ギャラリーモール�パネル展示�（※主管課は広聴広報課）

平成 29 年度：「はじめまして　陸軍板橋火薬製造所跡」展

（３）関連文化財との有機的な整備活用の方針

＜方針＞

①継続的な学術的調査研究の実施

②回遊性の構築

③ガイダンス施設における展示等教育普及事業

④地域の関連団体、他自治体、関連施設との連携した事業展開

⑤関連資料の収集保存の継続

　上述の方針に基づき、本項では史跡の価値に対する理解が深まり、史跡と関連文化

財が相互補完的な影響関係を結ぶことをめざし、下記に施策展開の意義とその具体的

な手法を検討する。

①継続的な学術的調査研究の実施

　『保存活用計画』第４章に示した通り、本史跡を整備するためには、学術的調査研

究の継続的な実施が必要不可欠である。学術的調査研究によってもたらされる知見は、

史跡の整備だけに資するものではなく、史跡と周辺地域の歴史や文化に関する多様な

情報が含まれているため、史跡と関連文化財の有機的な整備活用に役立てることがで

きる。また調査成果は、例えば中山道板橋宿の近世・近代の状況や、戦後に火薬製造

所の跡地に入居した研究所、学校、工場等や地元地域の展開など、周辺地域の総合的

な歴史・文化の諸相を明らかにする歴史的事象と期待され、本項②以降で示す様々な

施策を通して、区民をはじめとした多様な人々へ直接的に還元することが可能である。

　なお学術的調査研究の実施に関する計画は、文献調査等の継続的実施を中心とし、

詳細は本章「９．整備事業に必要となる調査等に関する計画」において記述する。調

査研究の際は、区史編纂事業や『板橋区古文書目録』のための調査事業など、これま

で蓄積してきた文化財調査の成果を利用しながら推進していく。

　具体的な手法は下記のものが想定される。なお調査は関連資料の収集にもつながる

ため、調査及び研究は同時並行的に展開することが効果的である。

【想定される手法】

・史跡指定地内外の遺構・建造物に関する学術的調査研究の継続的な実施

・公的機関等に収蔵される関係史料の学術的調査研究の実施
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・民間、個人所有資料の学術的調査研究の実施及び収集

・既調査成果の検証

・資料などのデジタル化

・収集資料の整理

など

②回遊性の構築

　前掲した『保存活用計画』大綱及び第８章で確認しているとおり、史跡と関連文化

財との回遊性の構築は、史跡の価値に対する理解を、区民をはじめとした多様な人々

へ広げ、深めるために有効であり不可欠である。点在している関連文化財を線で結び、

地域の歴史・文化とその魅力を面として捉え、発信し回遊性を構築することは、商店

街振興や観光振興、産業振興など、ひいては地域全体の活性化にもつながる。回遊性

の構築は区関係各課と連携し関連団体の協力を得ながら、地域に根差した文化財の活

用として具体的な方策を検討し実施していく。史跡公園のグランドオープンまでを対

象とした事業に加え、グランドオープン以降も継続して実施できる事業、新たなニー

ズなどに対応した事業など、長期的な展開をめざす。

【想定される手法】

・�各最寄駅・バス停留所等から、史跡公園までのアクセスルートの設定とマップ等

の制作

・北区をはじめとした周辺自治体、関連施設と連携した広域的な見学ルートの構築

・�周辺に点在する文化財・観光資源の回遊を促す、文化財スタンプラリーなどのイ

ベントの実施

・�『板橋区屋外案内標識デザインガイドライン』（平成 31 年３月策定）に基づく史

跡周辺の回遊性を向上させるための案内表示の設置検討

・史跡周辺の商店街と連携した、史跡関連グッズ等の商品開発など集客事業の展開

・いたばし観光ボランティア等との連携による史跡周辺のまちあるきツアーの実施

・公共交通機関と連携した駅からのツアーなどの実施による広報の拡充

・周辺地域におけるサイクルポートの設置等シェアサイクル事業の展開

など

③ガイダンス施設における展示等教育事業

　前掲した『保存活用計画』大綱で確認した通り、現存する歴史的建造物の一部をガ

イダンス施設として整備し、資料の収集・保存機能、展示等教育普及機能、調査研究

機能をもたせる計画である。このガイダンス施設における展示等普及事業では、関連
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文化財や資料、学術調査結果などを実際に展示することや、関連文化財を題材にした

教育普及事業の開催など、様々な史跡と関連文化財との有機的な整備活用を想定する

ことが可能である。特に関連文化財の展示は最も直接的な活用方法であり、史跡との

関係性をわかりやすく示すことができ、実現性の高い施策として想定できる。

　ガイダンス施設での関連文化財の展示では、一般的に資料の展示替えを除き頻繁な

内容更新が難しい常設展示だけではなく、期間を区切って幅広いテーマを柔軟に設定

できる企画展示の実施も有効である。さらに企画展示は継続的・計画的な企画展開が

可能であり、見学者にとって関連文化財及び史跡との関係性を直接的に理解すること

ができる学習機会として、非常に有効な手段となる。また、様々な企画展示を行うこ

とで、訪れるたびに新しい資料などに触れ、新たな学びを創出することにつながるた

め、来場者の増加やリピーターの確保にも有効である。地域の歴史文化の展示が想定

される関連文化財としては、区立郷土資料館が所蔵する砲術関係の資料群、あるいは

区登録有形文化財でもある「加賀五四自治会（肥田一穂氏寄贈）文書」などが挙げら

れる。なお、その他に想定される具体的な手法は、下記の通りである。

【想定される手法】

・北区など周辺自治体と協力・連携した展覧会の企画

・関連文化財を題材にした教育普及事業の実施

・区立郷土資料館など関連施設との協同展覧会の開催

・�大学等と連携した関連文化財の学術的調査研究の実施とその成果に基づく展示の

検討

・展覧会に関連した講演会やシンポジウムの開催

・展覧会の内容に基づく図録等の書籍の制作　

など

④地域の関連団体、他自治体、関連施設との連携した事業展開

　史跡と関連文化財を結びつけ、地域を広域的に面として捉え効果的に事業を展開し

ていくためには、近接する他自治体や博物館等の関連施設との連携が必要不可欠であ

る。特に区立郷土資料館などの博物館施設とは、展示等教育普及事業の共同企画や連

携、収蔵資料の貸借など、緊密な連携を取りながら、板橋区の歴史文化や街の魅力を

発信していく様々な事業を企画することができる。

　また、ＪＲ埼京線を挟んだ北区側には東京第一陸軍造兵廠の遺構が残っており、近

代化遺産を軸とした北区との連携も視野に入れ事業展開をめざす。

　他自治体、関連施設との連携に関する具体的な手法は、次のように想定できる。
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【想定される手法】

・近隣の博物館との企画展や展示等教育普及事業の協同開催

・�区をまたいだ広域的な関連文化財や観光資源などを対象にしたスタンプラリーや

見学ツアー等の事業の展開

・図書館や公文書館などと連携した関連書籍・資料等の展示紹介の開催

・「�櫻井徳太郎賞」や「板橋区図書館を使った調べる学習コンクール」との連携し

た展示等の事業

など

⑤関連資料の収集保存の継続

　現在、史跡周辺には様々な関連文化財が現存しているが、現在把握しているもの以

外にも、貴重な文化財、資料が数多く残されていると考えられる。これらを調査発掘

し、収集もしくは寄贈を受けるなどして収蔵することは、地域の歴史文化の新たな一

面を理解し深める上で不可欠である。

　例えば、戦後、加賀地域を撮影した個人の写真の中に、火薬製造所時代の遺構・建

造物群が写っていることが想定でき、地域には膨大な量の写真資料が存在すると思わ

れ、これらの資料は史跡に関する新たな情報を得ることができるものである。

　これらは貴重な歴史的資料であり、史跡整備の根拠となる資料としても大変重要な

ものとなりえる。

　関連資料の収集・保存は基礎的な事業であるが、史跡の価値をいかした事業展開の

根拠となるため、継続的に収集し保存を行っていく必要がある。収集にあたっては、

本章「10．公開・活用に関する計画」、「11．公開・活用及びそのための施設に関する

計画」でも後述する通り、史跡公園内の収蔵スペースが限られているうえ、史跡及び

関連文化財の理解につながる資料を選別し適切に保管管理していく必要があるため、

収集基準を定めると同時に資料の分類基準の策定、デジタルアーカイブズ化の確立な

どの検討を続けていく。

　関連資料の収集・保存に向けた具体的な手法は、下記のように想定できる。

【想定される手法】

・ホームページ・広報等を利用した資料収集の呼びかけ

・史跡公園開園前のパネル展等の実施による興味関心の醸成

・区民への聞き取り調査の実施

・資料の柔軟な活用に向けた複製化、デジタルアーカイブズ化

など


